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令和２年１月１０日 

東 北 電 力 株 式 会 社 

 

防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練））（案） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実

施するものである。 

残留熱除去機能や原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災

法」という）第１０条事象および同法第１５条事象に至る原子力災害を想定した訓練を実施

し、緊急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図る。 

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いて検証した。 

 

（１）本店対策本部への情報発信の改善【本店】 

（２）本店－発電所間の連携強化【共通】 

（３）分任体制（救助チーム）活動状況の発電所対策本部への報告ルールの明確化【発電所】 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

２０１９年１１月２２日（金）９：００～１４：４０ 

（２）対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通報連絡 

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 

※２ 情報連絡した箇所は青森支店、東京支社 

（注）破線部は模擬 

支援 

情報連絡 

※１ 

 

東通原子力発電所 

 

発電所対策本部 

 

各班員 

指示 報告 

 原子力規制庁緊急時対応 

センター（ＥＲＣ） 

本 店 

※１ 

 

通報連絡 

社 外 

関係機関 
通報連絡 

派遣 

本店対策本部 

(原子力施設事態即応ｾﾝﾀｰ) 

原子力班 他各班 

報告 指示 

通報連絡 

 

オフサイトセンター 

派遣 情報連絡 

東京支社※２ 
送配電カンパニー東京事務所※２ 

各支店※２ 

送配電カンパニー各支社※２ 
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（２）評価体制 

発電所（対策本部、現場）および本店対策本部に複数の評価者（当社社員、他事業者）を

配置し、評価者による評価および反省会等を通じて、改善事項の抽出を行う。 

 

（３）参加人数：５３９名 

〈内訳〉 

・プレーヤー（訓練参加者）：４７４名 

東通原子力発電所：９１名（社員８７名、構内協力企業４名） 

本店（各支店、送配電カンパニー各支社、東京支社および送配電カンパニー東京事務

所を含む）：３８３名 

・コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：６５名 

東通原子力発電所：２７名 

本店（各支店、送配電カンパニー各支社、東京支社および送配電カンパニー東京事務

所を含む）：３８名 

 

（４）訓練視察等 

ａ．東通原子力発電所 

（ａ）他事業者による視察等：９社 合計１２名 

<内訳> 

・北海道電力：１名（評価者）、東京電力ＨＤ：１名（評価者）、北陸電力：１名、 

中部電力２名：（評価者）、日本原燃：２名（内１名評価者）、電源開発：１名（評価

者）、リサイクル燃料貯蔵株式会社：２名、核物質管理センター 六ケ所保障措置セン

ター：１名、原子力安全推進協会：１名 

（ｂ）自治体等による視察：４団体 合計８名 

<内訳> 

・青森県：２名、東通村：１名、横浜町：２名、東通消防署：３名 

（ｃ）構内協力企業による視察：３社 合計４名 

 

ｂ．本店 

（ａ）他事業者による視察：７社 合計１０名 

<内訳> 

・北海道電力：１名、東京電力ホールディングス：１名、北陸電力：１名、 

中部電力：３名、日本原燃：１名、電源開発：１名、 

日本原子力研究開発機構：１名、原子力安全システム研究所：１名 

（ｂ）自治体等による視察：３団体 合計７名 

<内訳> 

・宮城県：３名、陸上自衛隊東北方面総監部：１名、東日本高速道路株式会社：３名 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

定格電気出力運転中の東通原子力発電所１号機（新規制基準適用プラント想定）において、

自然災害（地震）を起因とした残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等により、原

災法第１０条事象および同法第１５条事象に至る原子力災害を想定する。詳細は以下のとお

り。 

 

時刻 
シナリオ 

１号機（定格電気出力運転中）※１ 

9:00 

・東通村内震度６弱の地震発生【警戒事象】※2 
・外部電源（むつ幹線２号、白糠線）故障停止 
・低圧炉心スプレイ系故障【運転上の制限逸脱】※2 
・大容量電源装置使用不可 
・燃料プール冷却浄化系ポンプ自動停止 
・使用済燃料プールスロッシング発生 

9:07 ・管理区域にて傷病者発生（１名） 
9:20 ・原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）故障停止 

9:35 
・原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｄ）故障停止 
・残留熱除去系ポンプ（Ｂ、Ｃ）不待機 
・原子炉除熱機能喪失（片系） 

9:40 

・東通村内震度５強の地震発生（２回目） 
・外部電源（むつ幹線１号）故障停止：外部電源喪失 
・非常用ディーゼル発電機（Ａ）起動 
・ガスタービン発電機（Ａ、Ｂ）起動成功、（Ｃ）起動失敗 
・常用給水喪失 
・原子炉自動停止 
・原子炉隔離時冷却系ポンプ起動 
・格納容器内の原子炉冷却材漏えい事象発生（微小） 

9:45 ・管理区域にて傷病者発生 
9:46 ・小老部橋落橋 
9:50 ・原子炉隔離時冷却系ポンプ故障停止 
9:55 ・高圧代替注水系ポンプ起動 

10:10 
・東通村内震度５弱の地震発生（３回目） 
・格納容器内の原子炉冷却材漏えい拡大 
・残留熱除去系ポンプ（Ａ）故障停止、残留熱除去機能喪失【原災法第１０条】※2 

11:00 ・高圧代替注水系ポンプ故障 
・冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能【原災法第１５条】※2 

11:10 ・原子炉水位計伝送不良発生 
11:17 ・低圧炉心スプレイ系起動成功 
13:40 訓練終了 

※１ 訓練開始時の付与情報 

※２ 最初に発生した運転上の制限逸脱、警戒事象、原災法第１０条および同法第１５条事

象のみ記載 

 

５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 
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６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

訓練は、プレーヤー（訓練参加者）へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示

型」により実施した。また、コントローラー（訓練進行管理者）は、訓練中にプレーヤーへ

資料配付や電話連絡等を行い、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

 

（２）訓練項目 

【発電所】 

ａ．発電所対策本部訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．モニタリング訓練 

ｄ．原子力災害医療訓練 

ｅ．広報対応訓練 

ｆ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）道路啓開訓練 

（ｂ）電源確保訓練 

（ｃ）燃料確保訓練 

（ｄ）消防車による使用済燃料プール注水訓練 

 

【本店】 

ａ．発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

ｂ．国－事業者間の情報連携訓練 

ｃ．プレス対応訓練 

ｄ．事業者間協力協定対応訓練 
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７．防災訓練の結果の概要 

【発電所】 

（１）発電所対策本部訓練 

自然災害（地震）を起因とした外部電源喪失、残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の

喪失等のプラント状況に加え、構内道路の損傷（落橋）、傷病者発生等、情報が錯綜する訓

練を実施した。また、原子力災害の発生によりオフサイトセンター（以下、「ＯＦＣ」とい

う）が運営されることを想定し、ＯＦＣへの要員派遣および情報連絡を行った。 

その結果、発電所対策本部は、滞りなく、緊急体制の発令、プラント状況の把握、発電所

対策本部の指揮命令、緊急時活動レベル（以下、「ＥＡＬ」という）判断ならびに本店との情

報共有等を行い、事故収束に向けた対応が実施できることを確認した。 

 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・緊急時活動に使用する各種機材の健全性確認は実施していたが、その結果について本部

内での共有がなされていなかった。 

・「発話の簡素化」や「統括、班長の役割分担」が徹底されていない場面があった。 

・本部長ブリーフィングにおいて、優先事項が明確に周知されない場面があった。 

・ＯＦＣ派遣要員がプラント情報等を入手するための資機材の扱い方などを含めたＯＦＣ

活動全般に係る理解・習熟が十分ではなかった。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・１０．【発電所】（１）本部対応におけるノンテクニカルスキルの向上 

（２）オフサイトセンター活動の習熟 

 

（２）通報訓練 

通信設備の状況および連絡先の確認を行ったうえで通報連絡する訓練を実施した。 

その結果、目標時間内に原子力規制庁、その他社外関係機関（模擬）へ通報連絡できるこ

とを確認した。 

また、訓練の実施にあたっては、前回の反省事項の事例集を作成するとともに、それらを

用いた通報連絡に係る勉強会を計画的に実施し、理解度向上に努めた。 

 

＜警戒事象、原災法第１０条事象および同法第１５条事象通報（第一報）の実績＞ 

号機 通報内容 発生時刻 送信時刻※１ 所要時間 目標時間 

１号機 警戒事象 ９：００ ９：１８ １８分 ３０分以内 

１号機 原災法第１０条事象 １０：１３ １０：２８ １５分 １５分以内 

１号機 原災法第１５条事象 １１：０２ １１：１１ ９分 １５分以内 

※１ ＦＡＸ送信完了時刻 
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（３）モニタリング訓練 

構内モニタリングポストの停止を想定し、代替手段（可搬型モニタリングポスト）による

空間線量率測定訓練を実施した。 

その結果、緊急時モニタリングに関する手順書に基づき、可搬型モニタリングポストの設

置、空間線量率の測定ならびに迅速な連絡が実施できることを確認した。 

 

（４）原子力災害医療訓練 

管理区域内で、汚染を伴う傷病者が発生した連絡を受け、総務班および放射線管理班の要

員で構成される分任体制（救助チーム）を確立のうえ、救助活動訓練を実施した。 

その結果、救助チームによる迅速な救助活動を実施し、現場での対応状況の詳細について

発電所対策本部へ情報共有できることを確認した。 

また、救助活動に係る傷病程度や汚染の有無等の重要な情報については、発電所対策本部

に報告すべき重要な情報を整理したチェックシートの活用により、総務班長を通じ、適切に

口頭で報告できることを確認した。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・８．（３）分任体制（救助チーム）活動状況の発電所対策本部への報告ルールの明確化

【発電所】 

 

（５）広報対応訓練 

発電所対策本部にて、事故状況に基づく事象進展予測を踏まえた、公衆や報道機関からの

問合せや要請事項への対応を行う訓練を実施した。 

その結果、公衆と報道機関にタイムリーで正確、理解できる情報の提供を行えること、ま

た本店と連携し適切なタイミングでプレス公表を実施できることを確認した。 

 

（６）電源機能等喪失時対応訓練 

原子力防災要員により、以下ａ．～ｄ．のとおり、全交流電源の喪失を踏まえた訓練を実

施した。 

なお、発電所の機器へ直接影響が生じる訓練は模擬とし、現場での動作確認を実施した。 

ａ．道路啓開訓練 

地震により、発電所構内の道路に段差が発生した状況を想定し、段差解消訓練を本部と

連携して実施した。 

その結果、ホイールローダで段差を解消し、電源車等の通行経路の確保が実施できるこ

とを確認した。 

ｂ．電源確保訓練 

全交流電源喪失時を想定し、電源確保のため、電源車を建屋に寄せ付け、電源ケーブル

の敷設訓練を本部と連携して実施した。 

その結果、電源車による電源供給に関する手順書で定められた要員数で目標時間（目

標：１１０分、実績：８０分）内に電源ケーブルの敷設ができることを確認した。 
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ｃ．燃料確保訓練 

電源車等への燃料補給を想定し、軽油タンクからの燃料抽出および電源車への燃料補給

訓練を実施した。 

その結果、軽油タンクからの軽油抽出作業に関する手順書で定められた要員数で目標時

間（目標：８０分、実績：７０分）内に軽油タンクから軽油を抽出し、電源車へ燃料補給

する操作を実施できることを確認した。 

ｄ．消防車による使用済燃料プール注水訓練 

使用済燃料プールへの注水機能喪失を想定し、消防車で使用済燃料プールへ注水する訓

練を実施した。 

その結果、使用済燃料プールへの代替注水に関する手順書で定められた要員数で目標時

間（目標：６０分、実績：２０分）内に、消防車で使用済燃料プールへ注水する操作を実

施できることを確認した。 

 

【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツール（「プラント系統概要

図※２」、「設備状況シート※３」、「事故対応戦略方針シート※４」等）やチャットシステム※５

等を活用する情報連携訓練を実施した。 

その結果、本店原子力班を経由して本店対策本部と発電所対策本部間で発電所情報（現

況）や事象の進展予測、事故収束の予測等の重要情報、その他の付帯情報が共有できること

を確認した。 

 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・本店原子力班内の情報共有において、オフサイト関係機能班は、ホワイトボード等を活

用し、各機能班内で情報共有しながら活動しているものの、本店原子力班全体に対して

の情報発信が少ない、また資料等を活用した説明が少ない。 

（例：ＯＦＣ派遣役員・随行者の選定後の状況、自治体リエゾンの選定後の状況、資機

材の手配状況等に係る情報） 

 

※２ プラント系統概要図 

情報共有ツールのうち、安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）

に係る主要設備に関する情報を図に纏めたもの 

※３ 設備状況シート 

情報共有ツールのうち、発電所の復旧方針に関する情報を纏めたもの 

※４ 事故対応戦略方針シート 

情報共有ツールのうち、炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の上

昇予測等、緊急時に特に重要となる情報を纏め、発電所の対応方針を示したもの 

※５ チャットシステム 

発生した事象、復旧対応状況、ＥＡＬならびに社外問合せ情報等を発電所・本店対
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策本部要員がシステム上に入力し、発電所と本店間で情報連携するシステム 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・１０．【本店】（１）オフサイト関係機能班からの情報発信に係る改善 

 

（２）国－事業者間の情報連携訓練 

発電所対策本部、本店対策本部（原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」と

いう）対応ブース）ならびにＥＲＣプラント班間で統合原子力防災ネットワーク（テレビ会

議）を通じた情報連携訓練を実施した。 

その結果、「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツールやチャット

システム、緊急時対策支援システム（以下、「ＥＲＳＳ」という）等を活用することで、Ｅ

ＲＣプラント班に対して発電所の情報提供や質疑応答が迅速に実施できることを確認した。 

 

（３）プレス対応訓練 

ａ．ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携する訓練を実施した。 

その結果、当社の報道発表資料・記者会見時間の情報共有ならびに官房長官会見（コン

トローラーによる情報付与）を考慮した当社記者会見を実施できることを確認した。 

ｂ．当社ホームページ（模擬）を利用した、プレス文の情報発信訓練を実施した。 

その結果、当社ホームページ（模擬）への速やかなプレス文の掲載が実施できることを

確認した。 

ｃ．報道関係者参加のもと、記者会見（模擬）を行う訓練を実施した。 

その結果、役員およびスポークスマンによる記者会見（模擬）が実施できることを確認

した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

ａ．「原子力事業者間協力協定」に基づき、協力要請および情報連携を行う訓練を実施した。 

その結果、同協定の幹事会社（日本原燃）が幹事を受けられない場合を想定し、副幹事

会社（電源開発）に対する協力要請、ならびに副幹事会社からの回答の受信等、情報連携

が適切に実施できることを確認した。 

ｂ．「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」に基づき、協力要請および情報連携

を行う訓練を実施した。 

その結果、原子力緊急事態支援センターに対する協力要請、ならびに原子力緊急事態支

援センターからの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを確認した。 
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８．訓練の評価 

自然災害（地震）を起因とした外部電源喪失、残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の

喪失に加えて、構内道路の損傷（落橋）、傷病者発生等の情報が錯綜する訓練を実施した。 

こうしたシナリオにおいても、発電所対策本部および本店対策本部が連携し、原子力事業

者防災業務計画に規定する事項に関して適切に対応することができた。 

なお、「１．訓練の目的」に記載した３項目についての評価結果は以下のとおり。 

 

（１）本店対策本部への情報発信の改善【本店】 

原子力部門以外の本店対策本部要員に事象の深刻度や復旧の困難さが十分伝わる「説明の

基本形」を整理し、以下の対応を行えたか検証を行った。 

・「事象の発生報告」、「今後どうなる」、「どのように対処する」について、図面、資

料等のツールを有効活用した説明ができたか 

 

本店対策本部要員への説明にツール（本部説明用の図面※１、ＥＲＳＳ、原子力災害対応

基本項目※２）を積極的に活用し、現在の状況や今後の対応を説明した結果、分かりやすく

説明していたとの意見があり、上記の対応を行えたものと評価した。 

 

※１ 本部説明用の図面 

安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）に係る主要設備に関する

情報を図に纏め、説明用に書き込みできるようにした資料 

※２ 原子力災害対応基本項目 

本店対策本部卓へ配備している原子力災害時に行うべき対応をまとめた資料 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・９．昨年度訓練時の改善点の反映状況  

 

（２）本店－発電所間の連携強化【共通】 

本店による対応、発電所支援情報等について、情報の収集、共通情報ボード※３の作成、

発電所への情報発信・共有までの一連の流れを整理し、以下の対応ができたか検証を行っ

た。 

・発電所へ共有すべき情報を収集し、「共通情報ボード」を適宜更新できたか【本店】 

・「共通情報ボード」を活用し、本店情報を共有できたか【発電所】 

 

【本店】 

共通情報ボード作成担当者は、本店内で共有された情報を「共通情報ボード」に適宜更新

することができた。 

【発電所】 

本店にて作成した「共通情報ボード」は情報班にて適宜確認され、発電所対策本部に報告

が行えることを確認した。 
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ただし、以下の課題が抽出された。 

・発電所は２回目の地震で外部電源が全て喪失した際の全域的な当社の状況（供給支障、

停電の範囲）は確認できなかった。 

 

※３ 共通情報ボード 

本店で得られる情報のうち、発電所へ共有すべき情報を取りまとめた資料 

 

[本報告書における記載箇所] 

・１０．【本店】（２）本店－発電所間の情報発信に係る改善 

 

（３）分任体制（救助チーム）活動状況の発電所対策本部への報告ルールの明確化【発電所】 

救助チームの連絡窓口である総務班が、救助チームの活動状況を発電所対策本部へ報告す

る際に、重要な情報を整理したチェックシートを活用することにより、以下の対応ができた

か検証を行った。 

・総務班長は傷病者の容態、被ばく・除染状況を本部に漏れなく報告できたか 

 

本チェックシートが救助チームと総務班の情報共有に使用され、重要な情報が漏れなく本

部に報告されたことから、これらの対応は適切に行えたものと評価した。 

 

[本報告書における記載箇所]  

・７．【発電所】（４）原子力災害医療訓練 
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９．昨年度訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の総合訓練（２０１９年３月８日実施）において抽出された改善点に対する取り組

み状況は、以下のとおり。 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

通報文等に記載される付帯情報の一部に記載漏

れ等があった。 

 

【原因】 

・記載例・修正ルールについて理解を深めるため

の勉強会を十分に行っていなかった。 

・通報文の作成時に、作成者およびチェック者が

チェックすべき項目が明確でなかった。 

・これまでの訓練評価においては、通報文の記載

内容の正確性までは評価していなかった。 

 

【対策】 

・通報連絡にかかる勉強会を定期的に実施し、理

解度向上に努める。 

・通報文の作成時およびチェック時におけるチェ

ック項目を明確にするとともに、訓練評価項目の

中に「通報文の正確性」を明記し訓練の都度、評

価する。評価においては、模範となる記載例・修

正ルールと比較し、プレーヤーへのフィードバッ

クを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

前年度訓練の反省事項の事例集を作成し、作成

者およびチェック者がチェックすべき項目の明確

化を図るとともに、それらを用いた通報連絡にか

かる勉強会を情報班にて定期的に実施し、理解度

向上に努めた。 

 

【結果】 

本訓練においても２５条報告の添付の有無の記

載等、軽微な誤りが発生したが、前回と類似の誤

りは発生しなかったことから、上記対策は有効に

機能したものと評価した。 

今回発生した記載誤りについても事例集に追加

し、類似の誤りの発生防止対策を重ねることによ

り、通報文の正確性の更なる向上に向けた取り組

みを継続的に実施していく。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 
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昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

救助活動に係る傷病程度や汚染の有無等の重要

な情報については発電所対策本部へ報告されてい

たが、除染の対応状況については、速やかに報告

されない場面が一部あった。 

 

【原因】 

分任体制は初めての試みであり、救助チームで

作成した故障・トラブル等対応状況シートやチャ

ットシステムに登録した多数の情報を発電所対策

本部内に報告する際のルールが整理できていなか

った。 

 

【対策】 

救助チーム対応情報を発電所対策本部で報告す

る際、発電所対策本部へ適切に報告できるよう、

ルールを明確化し、訓練により習熟を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

総務班が発電所対策本部に報告すべき重要な情

報を整理した「傷病者報告チェックシート」を活

用し、総務班長が傷病程度や汚染の有無等を本部

に漏れなく報告できたか検証を行った。 

 

【結果】 

本チェックシートが救助チームと総務班の情報

共有に使用され、重要な情報が漏れなく本部に報

告されたことから、これらの対応は適切に行えた

ものと評価した。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・８．（３）分任体制（救助チーム）活動状況の

発電所対策本部への報告ルールの明確化【発電

所】 
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昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

原子力部門以外の本店対策要員の一部には、原

子炉冷却材喪失事故の深刻度や復旧の困難さが十

分に伝わっていない場面があった。 

 

【原因】 

本店原子力班からの本店対策本部への説明につ

いて、「説明の基本形」を整理しておらず、説明

内容・手法は個人の裁量による部分があった。そ

のため、事象が早い場合において、原子力部門以

外の本店対策本部要員に対しては、簡潔すぎる説

明となってしまった。 

 

【対策】 

原子炉冷却材喪失事故等の事象進展が早い場合

においても、原子力部門以外の本店対策本部要員

に事象の深刻度や復旧の困難さが十分伝わる「説

明の基本形」※を整理する。 

※ 事象に応じた説明方法、図面の有効活用

等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

新規に「事象の発生報告」、「今後どうなる」、

「どのように対処する」という観点について、図面、

資料等のツールを有効活用して説明する「説明の基

本形」を整理し、本部対策要員は「説明の基本形」

を踏まえた説明を行う。 

 

【結果】 

本店対策本部要員への説明にツール（本部説明

用の図面、ＥＲＳＳ、原子力災害対応基本項目）

を積極的に活用し、現在の状況や今度の対応を説

明した結果、分かりやすく説明していたとの意見

があり、上記の対応を行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）本店対策本部への情報発信の改善

【本店】 
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昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

「事故対応戦略方針シート」において、炉心冷

却戦略（大容量送水車による原子炉注水）状況欄

の「実施中」という記載だけでは、準備中なの

か、注水中なのかが把握しにくかったことから、

「事故対応戦略方針に対する状況の明確化」につ

いて、改善が必要である。 

 

【原因】 

・「事故対応戦略方針シート」において、状況  

欄に記載する表現（「準備中」、「実施中」、

「完了」）が曖昧であった。また、これらの表現

について、当該シートには定義の記載がなかっ

た。 

・上記シートの状況欄と完了予想欄の構成が対と

なっておらず、戦略がどの段階にあるのかが把握

しにくかった。 

 

【対策】 

「事故対応戦略方針シート」について、戦略完

了までの段階の表記（状況欄に記載する表現、状

況欄と完了予測欄の構成）について、明確化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

事故対応戦略方針シートにおいて、戦略の各ステ

ップ（「準備開始」、「完了予測」、「使用開始」）

がわかる様式に見直した。 

 

【結果】 

事故対応戦略方針シートを活用し、事故対応戦略

の方針を説明することができた。 

なお、事故対応戦略方針シートの様式見直しによ

る課題は抽出されなかった。 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

【発電所】 

（１）本部内でのノンテクニカルスキルの向上 

発電所対策本部訓練においては、事故状況に基づく事象進展予測を踏まえた事故拡大防止

策等を決定し、本店と情報共有できることを確認した。 

ただし、以下の課題が抽出されたことから、「本部内でのノンテクニカルスキルの向上」

について改善が必要と評価した。 

・緊急時活動に使用する各種機材の健全性確認は実施していたが、その結果について本部

内での共有がなされていなかった。 

・「発話の簡素化」や「統括、班長の役割分担」が徹底されていない場面があった。 

・本部長ブリーフィングにおいて、優先事項が明確に周知されない場面があった。 

 

ａ．原因 

・本部ルールが不明確 

－地震等に伴う緊急対策室内の各種機材（通信機器等）への影響（異常の有無）について

本部へ報告することが明確でなかった。 

・本部ルールの理解浸透が不十分 

－緊急時対応中期計画に定めたプレーヤーへの期待事項については達成できたものの、期

待事項を達成するための本部ルール（発話時の心得やブリーフィングの運用等）の一部

について理解浸透が不十分であったことから、訓練において徹底されない場面があった。 

ｂ．対策 

・本部ルールの明確化 

－地震等に伴う緊急対策室内の各種機材（通信機器等）への影響（異常の有無）について

は速やかに本部に報告するよう、本部ルールに追加し本部運営訓練前に実施する緊急時

対応勉強会で周知徹底する。 

・本部ルールの理解浸透 

－本部ルールのうち理解浸透が不十分であった項目については、本部運営訓練の検証項目

に設定し、緊急時対応勉強会において周知する。 

－本部運営訓練後の反省会で検証項目に対する達成度を評価し、継続して理解浸透に取組

む。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（２）オフサイトセンター活動の習熟 

発電所対策本部訓練では、発電所対策本部からＯＦＣへ要員を派遣し、情報連絡を行う訓

練を実施し、発電所、本店との情報共有およびＯＦＣでのプラント状況の説明ができること

を確認した。 

ただし、以下の課題が抽出されたことから、「オフサイトセンター活動の習熟」について
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改善が必要と評価した。 

・ＯＦＣ派遣要員がプラント情報等を入手するための資機材の扱い方などを含めたＯＦＣ

活動全般に係る理解・習熟が十分ではなかった。 

 

ａ．原因 

・ＯＦＣ派遣要員がＯＦＣにおいて原子力災害対策を的確かつ円滑に実施するためのマニ

ュアルを定めているものの、ＯＦＣ派遣要員が十分に理解していなかった。 

・ＯＦＣ派遣要員がプラント情報等を入手するための資機材（通信機器）の扱い方につい

て習熟していなかった。 

ｂ．対策 

・ＯＦＣ派遣要員に対し、プラント情報等の資料の入手方法等を含め、ＯＦＣ活動全般に係

る教育および実地での訓練を計画的に実施し習熟に取組む。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

【本店】 

（１）オフサイト関係機能班からの情報発信に係る改善 

本店原子力班内の情報共有において、必要に応じてブリーフィングを行い、プラント状況

等について情報共有をすることができた。 

ただし、以下の課題が抽出されたことから、「オフサイト関係機能班からの情報発信に係

る改善」が必要と評価した。 

・本店原子力班内の情報共有において、オフサイト関係機能班は、ホワイトボード等を活

用し、各機能班内で情報共有しながら活動しているものの、本店原子力班全体に対して

の情報発信が少ない、また資料等を活用した説明が少ない。 

（例：ＯＦＣ派遣役員・随行者の選定後の状況、自治体リエゾンの選定後の状況、資機

材の手配状況等に係る情報） 

 

ａ．原因 

オフサイト関係情報について、オフサイト関係機能班から本店原子力班内に対し、報告・

共有する事項の基本形を定めていない。 

そのため、初動対応において、プラントの事故状況・対応を優先した情報共有となってい

る。 

ｂ．対策 

・オフサイトに係る情報発信の基本形を定める。 

－オフサイト関係機能班が本店原子力班内で報告・共有する事項を整理 

－上記の情報について、資料等を活用して説明 
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［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

 

（２）本店－発電所間の情報発信に係る改善 

本店原子力班を経由して本店対策本部と発電所対策本部間で発電所情報（現況）や事象の

進展予測、事故収束の予測等の重要情報、その他の付帯情報が共有できることを確認した。 

ただし、以下の課題が抽出されたことから、「本店－発電所間の情報発信に係る改善」が

必要と評価した。 

・発電所は２回目の地震で外部電源が全て喪失した際の全域的な当社の状況（供給支障、

停電の範囲）は確認できなかった。 

 

ａ．原因 

・本店で共有できる情報のうち、発電所が必要とする情報（外部電源の被害規模）に対す

る認識が十分ではなかった。 

・本店から発電所に対し、視覚的にわかりやすい資料は共有していなかった。 

ｂ．対策 

・本店で共有できる情報のうち、発電所が必要とする情報を整理する。 

（例：電源系統図（広域）ベースの情報についても、発電所へ共有） 

・上記整理した情報を入手後、速やかに発電所へ情報発信する。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（２）本店－発電所間の連携強化【共通】 

 

以上の改善点を踏まえ、今後も実効性を高める訓練を計画的に実行していく。 

 

以 上 

 

〈添付資料１〉情報連携相関図（全体） 

〈添付資料２〉情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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〈添付資料２〉 
情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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令和２年１月１０日 

東 北 電 力 株 式 会 社 

 

防災訓練の結果の概要（要素訓練）（案） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものであり、あらかじめ定められた原子力災害時における応急対策または復旧対策等に

関する手順の検証、習熟を行うとともに、体制、資機材の取扱いに係る実効性について検証

し、改善を図ることを目的に実施したものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

２０１９年４月１日～２０１９年１１月３０日 

（各訓練の実施日は、添付資料のとおり） 

（２）対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者および評価者を設け、実施担当者が訓練を行う。 

詳細は、添付資料のとおり。 

（２）参加人数 

添付資料のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）通報訓練 

運転上の制限の逸脱、警戒事象、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」とい

う）第１０条事象および同法第１５条事象等が発生した状況を想定。 

（２）モニタリング訓練 

全交流電源喪失により、構内モニタリングポストが停止した状況を想定。 

（３）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を想

定。  
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【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

原子力災害が発生し、電源や注水等の各種設備は復旧したが、除熱機能が復旧でき

ず、ベントを実施。周辺地域に放射性物質が放出され、その後、放射性プルームが通過

した状況を想定。 

（２）事業者間協力協定対応訓練 

青森支店を支援本部に設定した後の状況を想定。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

【発電所】 

（１）通報訓練 

（２）モニタリング訓練 

（３）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

（２）事業者間協力協定対応訓練 

 

７．防災訓練の結果の概要（添付資料参照） 

【発電所】 

（１）通報訓練 

原子力規制庁、その他社外関係個所（一部模擬）に原災法第１０条事象および同法第

１５条事象通報を目標時間（１５分）内に実施できることを確認した。 

（２）モニタリング訓練 

可搬型モニタリングポストを設置し、空気吸収線量率の測定が実施できることを確認

した。 

（３）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を想

定した個別の緊急安全対策について、原子力防災要員により実施できることを確認

した。 

（ｂ）訓練により発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作確認が

実施できることを確認した。 
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【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

災害対策支援拠点（青森支店）でのテント設営および防護服を着用した状態でスクリ

ーニング、除染活動が実施できることを確認した。 

（２）事業者間協力協定対応訓練 

青森支店（支援本部）および本店との連携が実施できることを確認した。 

 

８．訓練の評価 

各要素訓練について、定められた手順どおりに実施し、手順の有効性と対応要員の習熟を

確認することができた。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

当該期間中の各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は、添付資料のとお

り。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 



 

要素訓練の概要 

【発電所】 

１．通報訓練（訓練実施日：２０１９年１１月２２日、参加人数：１０名） 

概要 
実施体制 

（① 実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

通報訓練 
① 技術課長 

② 技術課員、特別管理職 
良 

・前年度訓練の反省事項の事例

集を作成し，勉強会を計画的

に実施する等、理解度向上に

努めた。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る 原子力規制庁、自治体等への通報連絡および

初期対応等を実施 

 

２．モニタリング訓練（訓練実施日：２０１９年１１月２２日、参加人数：４名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

モニタリング訓練 
① 放射線管理課長 

② 放射線管理課員 
良 特になし 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 可搬型モニタリングポストを用いた空気吸収

線量率の測定訓練を実施 

３．その他必要と認められる訓練 

（１）電源機能等喪失時対応訓練 

ａ．緊急時の電源確保に係る訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で４１回実施、参加人数：延べ２５３名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 
① 電気保修課長、発電管理課長 

② 電気保修課員、発電管理課員、技

術課員、放射線管理課員、構内協

力企業社員 

良 

・電源車の接続場所を複数想定

した訓練を実施した。 

（電源車接続訓練） 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

電源車および大容量電源装置による電源確保

訓練を実施 

低圧エンジン発電機の接続訓練を実施 

  

〈添付資料〉 
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要素訓練の概要 

 

 

 

ｂ．緊急時の最終的な除熱機能の確保および使用済燃料プールの冷却確保に係る訓練 

（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で６０回実施、参加人数：延べ４３８名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊急時の最終的な除熱機能の確保に係る訓練 

① 機械保修課長、電気保修課長、発電

管理課長 

② 機械保修課員、電気保修課員、発電

管理課員、土木建築課員、構内協力

企業社員 

良 

・防火水槽のマンホールを開放

した際の落下防止として，開

口部に鉄格子を設置した。 

（ポンプ車による原子炉注水訓

練） 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

仮設ポンプによる浸入海水の排水訓練を実施 

ポンプ車による原子炉への注水のためのホー

ス接続、注水ライン構成訓練を実施 

ポンプ車による復水貯蔵槽への注水訓練を 

実施 

燃料補給車による、消防車、電源車および大

容量電源装置への燃料補給訓練を実施 

ディーゼル発電機への燃料補給訓練を実施 

格納容器の手動ベント訓練を実施 

補機冷却水ポンプ部品交換訓練を実施 

最終除熱確保のため、海水系ポンプの予備品

交換、洗浄・乾燥訓練を実施 

代替海水ポンプの設置訓練を実施 

緊急時直流電源設備の接続および電源供給訓

練を実施 

使用済燃料プールの冷却確保に係る訓練 

消防車による使用済燃料プール注水訓練を 

実施 

原子炉建屋３Ｆ消火栓からの注水訓練を実施 
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要素訓練の概要 

 

 

 

ｃ．その他緊急時対応として行う訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で３９回実施、参加人数：延べ２８２名）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

その他緊急時対応として行う訓練 

① 土木建築課長、発電管理課長、電気

保修課長、放射線管理課長 

② 土木建築課員、発電管理課員、機械

保修課員、電気保修課員、放射線管

理課員、構内協力企業社員 

良 

・高線量下を想定し，防護服を

着用した訓練を実施した。 

（アクセスルート確保訓練） 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

シミュレータによる緊急時対応訓練を実施 

アクセスルート確保のため、ホイールローダ

による模擬瓦礫等撤去訓練を実施 

原子炉建屋水素ベント開放訓練を実施 

高放射線下における作業を想定した訓練を 

実施 

携行型通話装置の接続訓練を実施 

現場偵察用ロボットの操作習熟訓練を実施 
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要素訓練の概要 

 

 

【本店】 

１．災害対策支援拠点対応訓練（訓練実施日：２０１９年１０月３１日、参加人数：２４名（他社３名を含む）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

災害対策支援拠点対応訓練 ① 原子力品質保証室 課長 

② （本店） 

原子力品質保証室 室員 

原子力部 原子力運営グループ員 

電力システム部員 

（東通原子力発電所） 

放射線管理課、機械保修課、 

電気保修課、防災課の各課員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 
放射性物質の放出後を想定した訓練とし、

本店から青森支店へ移動し、スクリーニン

グ、除染活動について、防護服を着用した

状態での訓練を実施 

２．事業者間協力協定対応訓練（訓練実施日：２０１９年１０月３１日、参加人数：５名（他社３名を含む）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

事業者間協力協定対応訓練 

① 原子力部 課長 

② 原子力部 原子力業務グループ員 
良 特になし 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 青森支店（支援本部）において、ＴＶ会議

システムにて本店との連携を確認 
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